
競　技　場 単位：円 主競技場の冷房 単位：円

午  前 午  後 夜  間 全  日 使   用   区   分 使用単位
集会場に使用する場合
営利等に使用する場合

器 具 等
器   具   名 単位 使用料 使用単位

バ レ ー ボ ー ル 器 具 一式 ２６２ １ 回
バスケットボール器具 一式 ２６２ １ 回
バ ド ミ ン ト ン 器 具 一式 ２６２ １ 回
卓 球 器 具 一式 ２６２ １ 回
テ ニ ス 器 具 一式 ２６２ １ 回
ハ ン ド ボ ー ル 器 具 一式 ２６２ １ 回
体 操 器 具 一式 ２６２ １ 回
放 送 装 置 一式 ４２０ １ 回
電 光 掲 示 板 一式 ４２０ １時間

机 １脚 ４２ １ 回
椅 子 １脚 ３１ １ 回

備　孝
○　貸切の場合で、主競技場の部分使用については、規定使
　用料を減額します。
○　使用時間には、準備、後片付けの時間が含まれます。

※　１回とは、２時間を限度とします。 ○　主競技場で入場等の料金を徴収する場合は、規定の競技
　場使用料の100分の100を加算した額になります。

会 議 室 ○　単位時間を超えた場合は、超過１時間につき規定使用料
午  前 午  後 夜  間 全  日 　の１時間相当額をいただきます。

○　市民以外の方が使用する場合の使用料は、規定使用料の
　100分の50に相当する額に加算した額になります。
○　使用料の合計で１０円未満がある場合は切り捨てになり
　ます。

回数券（11枚綴り） ２，５００

※ただし、両毛広域都市圏総合整備推進協議会を構成する15
市町村の方については、市民が使用する場合と同じ使用料に
なります。
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